
外国証券取引口座約款（特別会員用）　新旧対比表
2025 年 6月 1日作成

（追加部分　赤下線部表示）

現行約款 改訂後約款

第15条（届出事項）
申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑<追加>等を当社所定の書
類により当社に届け出るものとします。

第15条（届出事項）
申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑、個人番号又は法人番号等
を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。

第17条（届出事項の変更届出）
申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称<追加>等に変更の
あったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当
社所定の手続により当社に届け出るものとします。

第17条（届出事項の変更届出）
申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称、個人番号又は法人番
号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ち
にその旨を当社所定の手続により当社に届出るものとします。

- 以下省略 -
2022 年 6月 2日現在

以　上

-以下省略-
2025年7月1日現在

以　上


